
　いすみ市の人事行政における公正性、透明性を高めるため、「いすみ市人事行政の運営等の状況の公表

に関する条例」に基づき、平成17年度における職員数、給与、勤務条件等の人事行政の状況について、

次のとおり公表いたします。

１．職員の任免及び職員数に関する状況

(1)採用・退職者数について (2)部分別職員数の状況

（注） 採用者数欄については、合併前の旧三町の合計です。 (注） 1.職員数は一般職に属する職員数です。（教育長含む）

2.[　]内は条例定数の合計です。

3.平成16年度欄については、合併前の旧三町の合計です。

(3)年齢別職員構成数の状況（H17年12月5日現在）
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(注） 特別職、教育長は除く。

(4)定員適正化計画の数値目標及び進捗状況

　いすみ市定員適正化計画は、３町の合併による効果を最大限に発揮し、簡素で効率的な行政体制の確立を

図るため、平成18年度を初年度として平成22年度までの５年間を第１次計画期間として策定いたました。

① 定員適正化計画の主な推進方策 ② 定員適正化目標

・ 職員配置の見直し

・ 業務の外部委託化

・ 組織の見直し

・ 人材育成

・ 新規採用者の抑制

・ 勧奨退職の実施

・ 臨時・嘱託職員の有効活用
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２．職員の給与の状況

【１．総括】

(1)人件費の状況（普通会計決算）

住民基本台帳人口

（平成17年度末） Ａ Ｂ Ｂ/Ａ

(2)職員給与費の状況（普通会計予算）

Ａ Ｂ Ｂ/Ａ

人

(注） 1.職員手当には退職手当を含まない。

2.給与費は平成18年度いすみ市当初予算に計上された額です。

(3)ラスパイレス指数の状況（各年4月1日現在）

1 ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を１００とした場合の地方公務員の給与水準を示す指数です。

2 類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものです。

3 いすみ市のH17年ラスパイレス指数については、類似団体、全国市平均と比較するため、旧三町（H17.4.1)の状況

において、算出しております。

【２．職員の平均給与月額、初任給等の状況】

(1)職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況 (2)職員の初任給の状況（H17年12月5日）

（注） 1「平均給料月額」とは、合併時（H17年12月5日現在）に

おける各職種毎の職員の基本給の平均です。

2「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、

調整手当、住居手当、時間外勤務手当などの諸手当の額を合計

したものです。
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(3)職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（H17年12月5日現在）

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

【３．一般行政職の級別職員数等の状況】

(1)一般行政職の級別職員数の状況（平成17年12月5日現在）

（注） 1.いすみ市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。

2.標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。

(2)昇級期間短縮の状況 該当なし。

【４．職員の手当の状況】

(1)期末手当・勤勉手当 (2)退職手当

1人当たり平均支給額（平成17年度） （支給率） 自己都合

勤続２０年 月分 月分

千円 勤続２５年 月分 月分

（H17年度支給割合） 勤続３５年 月分 月分

期末手当 勤勉手当 最高限度額 月分 月分

月分 月分 その他の加算措置

（ ） 月分 （ ） 月分 ・定年前早期退職特例措置 ２％～２０％加算

（加算措置の状況） ・勧奨退職者特別昇給 １～２号給

職制上の段階、職務の級等による加算措置 1人当たり平均支給額

・役職加算 5％～15％ （注）退職手当の１人当たり平均支給額は、前年度に退職した

（注） ( )内は、再任用職員に係る支給割合です。 全職種に係る職員に支給された平均額です。

(3)調整手当 (4)時間外勤務手当

千円

(注） 調整手当は平成17年度をもって廃止

千円

円52,659
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(5)特殊勤務手当

支給実績（H17年度決算）

支給職員1人当たり平均支給年額（H17年度決算）

職員全体に占める手当支給職員の割合（H17年度）

手当の種類（手当数）

１体

(6) その他の手当

支給職員１人当たり

・部長 ・主幹

・課長 ・副主幹

日額

日額

異なる

500円感染症菌家畜処理

全職種

8

1200円

作業１件

作業１件

感染症患者収容・消毒

600円

500円

主な支給対象業務

行旅病人救護

行旅死亡人業務

区分

手当の名称

人体に有害な薬剤の取扱い

災害復旧応急作業に従事

滞納処分事務に従事

要保護世帯等の調査・指導福祉課職員

税務手当

火葬手当 環境保全課

道路補修作業に従事

行旅病人及び死亡人の
取扱手当

危険手当

主な支給対象職員

農林水産課

福祉課職員

防疫手当

250円

左記職員に対する支給単価

税務課職員

健康・高齢者支援課

―
250円

日額

日額

日額

種類

円

3,538

39,757

17.7 ％

千円

1200円

月額

火葬作業に従事

生活保護業務手当

扶養手当 同 じ

内容及び支給単価

宿日直手当

国 の 制 度
と の 異 同

同 じ

ごみ処理作業に従事

2500円

250円日額

500円

道路補修員作業手当 建設課 日額 300円

清掃作業手当 環境保全課

手　当　名

住居手当

○配偶者　13,000円
○配偶者以外の扶養親族
・1人目
　配偶者が扶養親族である場合　　6,000円
　配偶者が扶養親族でない場合　　6,500円
　配偶者がいない場合　　　　　 11,000円
・2人目　　　　　　　　　　　　 6,000円
・3人目以降　　　　　　　　 　　5,000円
○16歳から22歳までの子
　1人5,000円加算

通勤手当 同 じ

・借家の場合（家賃12,000円を
　超える場合に限る）
　家賃の額に応じて27,000円を
　限度に支給
・自宅の場合：2,500円（新築
　・購入後5年間に限る。）

・電車・ﾊﾞｽを利用する場合
　定期券代1ヶ月当たり
　55,000円まで全額支給
・乗用車等を使用する場合
　使用距離に応じて2,000円
　～24,500円を支給

管理職手当
8%

7%

5%

3%
10～25%

同 じ

23,411千円

・勤務1回につき4,200円 9,383千円

支給実績
（17年度決算）

46,970千円

12,887千円

国の制度と
異なる内容

206,493円22,095千円

53,942円

31,486円

平均支給年額

（17年度決算）

207,830円

143,192円



【５．特別職の報酬等の状況】

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

月分

月分

（支給時期）

（任期毎）

（任期毎）

（任期毎）

３．職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

①勤務時間の状況について

②休暇・休業について

年次有給休暇 ・ １年に２０日

・ 消化できなかった場合は、最高２０日を翌年に繰越できる。

療養休暇 ・ 負傷又は疾病のため療養の必要が認められるとき

特別休暇 ・ 選挙等の公民権の行使のための休暇

・ 証人、参考人等による裁判所等への出頭のための休暇

・ 骨髄提供のための休暇

・ ボランティア活動のための休暇

・ 結婚休暇

・ 女性職員の生理休暇

・ 妊娠中又は出産後１年以内の保健指導又は健康診査のための休暇

・ 女性職員の保健所、市町村及び病院等の主催する母親学級への参加のための休暇

・ 交通機関の混雑に対する妊娠中職員の健康保持のために必要な時間

・ 妊娠中職員の母体及び胎児の健康保持のための時間

・ 職員の出産休暇（産前産後休暇）

・ 生後1年6ヶ月に達していない子の保育のための時間

・ 職員の妻の出産休暇

・ 職員の妻が出産する場合で、出産に係る子又は小学校就学前の子の養育のための休暇

・ 小学校就学の始期に達するまでの子の看護のための休暇

・ 忌引休暇

/

/

/

/

/

190,000

492,800

平成18年度 8:30

円

430,000

17:30

12:00～12:45

円

議 員 230,000

平成17年度

/

休息

区　　　分

8:30

年度

期
末
手
当

市 長 　　（１７年度支給割合）

開始時刻 休憩

10:00～10:15
15:00～15:15

廃止

内　　　　　容

修了時刻

12:00～13:00

17:15

助 役
4.45

収 入 役

議 長 　　（１７年度支給割合）

副 議 長
3.25

議 員

円

528,000円

区分

給
料

市 長 780,000
助 役 630,000 800,000
収 入 役 590,000 711,000

報
酬

議 長 300,000 539,000 245,000
副 議 長 250,000 465,000 205,000

円

　　（算定方式）

給料月額×在職月数×０．４５

給料月額×在職月数×０．２５

給料月額×在職月数×０．２０

退
職
手
当

市 長

助 役

収 入 役

円 528,000980,000

給料月額等

（参考）類似団体における最高／最低額



・ 職員の父母、配偶者及び子の祭日休暇

・ 夏季休暇

・ 感染症の予防及び感染症の患者に対する交通の制限又は遮断による休暇

・ 天災等により交通が遮断され、出勤することが著しく困難な場合の休暇

・ 災害時における通勤途中の危険を回避するための休暇

・ 天災等による住居の滅失及び破壊に対する復旧作業のための休暇

・ あらかじめ計画された能率増進計画の実施に伴う休暇

介護休暇 ・ 配偶者、２親等以内の親族で、負傷、疾病又は老齢により、日常生活を営むのに

支障がある者の介護をするための無給休暇

組合休暇 ・ 職員団体の業務又は活動に従事するために認められる無給休暇

育児休業 ・ ３歳に満たない子を養育するための休業（子が３歳に達する日までを限度）

・ 休業期間については、無給。

４．職員の分限処分及び懲戒の状況について

①職員の分限処分の状況について ②職員の懲戒処分の状況について

５．職員の服務の状況

①年次休暇の状況について ②育児休業及び部分休業の状況について

６．職員の研修及び勤務成績の評定の状況

７．職員の福祉及び利益の保護の状況

○福利厚生制度等の概要

(1)市町村職員共済組合

共済制度は、地方公務員法第４３条に基づく地方公務員等共済組合法によって、定められ、具体的には、

千葉県市町村職員共済組合において、以下の事業を中心に運用、実施しています。

・短期給付（職員とその扶養家族の負傷、疾病、出産、死亡等） ・・・・・民間では健康保険にあたります。

・長期給付（退職共済年金、障害一時金等） ・・・・・民間では厚生年金にあたります。

・福祉事業（健康増進事業、貸付事業等）

(2)公務災害補償

公務災害補償制度は、地方公務員法第４５条に基づく地方公務員災害補償法によって定められ、職員が

公務上の災害（負傷、疾病・障害等）又は通勤による災害を受けた場合、その生じた損害の補償と被災

職員の社会復帰に必要な事業を行っています。

○その他

職員の健康確保を図るため、定期健康診査を実施し、健康障害や疾病の早期発見に努めています。

- - 11

免職 休職

平均使用日数 消化率 部分休業
取得者数

育児休業
取得者数

8.0日 20.7%

うち両休業
取得者数

男性職員

- -

0人計 3人 0人

　多様化、高度化する行政課題に的確に対応できる職員の育成をすべく、計画的に階層別研修（接遇研修、新任者
研修、初級研修、中級研修、監督者研修）、専門実務別研修等に職員を派遣し、資質向上及び職務効率の増進を図
っております。

免職戒告 減給 停職降級降任

-

3人 0人 0人

0人 0人 0人

女性職員

--



８．公平委員会に係る業務の状況

(2) 不利益処分に関する不服申立ての状況 ０件

(1) 勤務条件に関する措置の要求の状況 ０件
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